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【はじめに】改定対応の基礎
p本⽇の内容

u本⽇の資料は３⽉5⽇の官報告⽰に基づいています
u本稿は改定において変更された部分を中⼼に記載していますので、変更のないものは記載しておりませ

ん。詳細は⽩本もしくは厚⽣労働省のホームページにて確認してください
u詳細な算定ルールやレセプト記載は、今後発出される疑義解釈(Ｑ＆Ａ)や通知を待つ必要があります
u訂正通知等が発出されることもありますので、⼗分注意をしてください
u本稿の図表は特別な断りがない場合、出典は令和6年3⽉5⽇の厚⽣労働省資料です
uカルテ記載、レセプト記載、院内掲⽰、ウェブサイトへの掲載等の算定要件に要注意

p厚⽣局に施設基準の届出を⾏う際の留意事項 ⇒ 例年と違います︕
u新点数等を6⽉１⽇から算定するための届出期間は5⽉２⽇(⽊)〜6⽉3⽇(⽉)です

u届けに必要な書類は各地⽅厚⽣局のホームページからダウンロードできます

u１部を厚⽣局に提出し、写しを控えとして⾃院に保管します(電⼦申請を除く)
u本稿で「(要施設基準)」と記載しているものは厚⽣局への届出は不要ですが、基準が満たされているか

定期的なチェックが必要です
u経過措置のあるものは届出忘れの無いように注意
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令和6年改定の主なポイント
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6⽉改定のスケジュール4 【出典】令和6年3⽉5⽇
令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)より改変

新型コロナウイルス感染症特例は原則廃止(後述)
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 評価療養導入
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3⽉末に
疑義解釈︖

介護報酬の一部スタート 居宅療養管理指導・通リハ・訪看・訪リハスタート

・レセプトオンライ
ン請求への完全移行

※返戻含む※

・入院料等新点数
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【出典】令和6年2⽉15⽇ 令和6年度診療報酬改定の主なポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001211052.pdf



診療報酬改定の改定率 (数字は令和6年度予算額) 

p診療報酬全体  ▲0.12％
p診療報酬本体 +0.88%(国費800億円程度)
  ※1うち、※2~4を除く改定分 +0.46%
p各科改定率 医科 +0.52%
   ⻭科 +0.57%
   調剤 +0.16%

p薬価等
p薬価  ▲0.97%(国費▲1,200億円程度)

• 令和6年4⽉施⾏
p材料価格 ▲0.02%(国費▲20億円程度)

• 令和6年6⽉施⾏

p合計  ▲1.00%(国費▲1,200億円程度)
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• ※1 賃上げに資する措置分+0.28%程度を含む
• 40歳未満の勤務医師・勤務⻭科医師・薬局の勤務
薬剤師、事務職員、⻭科技⼯所等で従事する者

• ※2 ベースアップのための特例対応 +0.61%
• ※1を除く看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種

• 令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%

• ※3 ⼊院時の⾷費基準額の引き上げ+0.06%
• 1⾷当たり＋30円(患者負担は、原則1⾷当たり30円、低所
得者は、所得区分等に応じて10~20円)

• ※4 ⽣活習慣病を中⼼とした管理料、処⽅箋料等の再編
等の効率化・適正化 ▲0.25%

• イノベーションの更なる評価等として、⾰新的新薬の薬
価維持、有⽤性系評価の充実等への対応を含む

• 急激な原材料費の⾼騰、後発医薬品等の安定的な供給確
保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対応
を含む(対象:約2000品⽬程度)

• イノベーションの更なる評価等を⾏うため、後述の⻑期
収載品の保険給付の在り⽅の⾒直しを⾏う



診療報酬改定を迎える準備
pBCP(事業継続計画)の⽴案必須

u防災計画は常に最悪を想定する
u保険証不要など過去の通知を頭に⾏動する
u発災後最初の1週間は⾃⼒で乗り切る計画を

p患者の負担感に配慮
u4⽉は薬価改定、6⽉は診療報酬・材料改定
u10⽉には薬剤の⼀部に負担⾦制度
u⾷事⼀部負担30円/1⾷アップで今までと同じで患

者が納得するか
uCOVID-19公費打ち切り

• ワクチン標準費⽤7,000円、治療薬も⾃⼰負担 等

u介護サービスを提供している医療機関、法⼈では
さらに複雑に
• 介護保険施設の⼀部で⽇額60円負担アップ(8⽉)

p掲⽰物の管理・届出の電⼦化
u院内掲⽰を求められるものはホームページにも
uマイナ保険証の患者への啓発
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p医療DX
u電⼦カルテ情報共有サービス運⽤開始(令和7年度)
u3⽂書6情報を意識

• ①診療情報提供書、②キー画像等を含む退院時サマ
リー、③健康診断結果報告書

• ①傷病名、②アレルギー情報、③感染症情報、④薬剤禁
忌情報、⑤検査情報(救急時に有⽤な検査、⽣活習慣病関
連の検査)、⑥処⽅情報

p医療機関経営
uプラス改定︖の中⾝

• 賃上げに使途が決まっている点に注意
⇒ 報告などがセットになる点に注意

• 補助⾦や各種税制等の活⽤
(中⼩企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損⾦
算⼊の特例、30万円以上圧縮記帳制度、中⼩企業経
営強化税制、中⼩企業投資促進税制、賃上げ促進税
制、マイナ保険証利⽤促進⽀援⾦、顔認証付きカー
ドリーダー増設⽀援⾦、IT導⼊補助⾦、サイバーセ
キュリティお助け隊 等)



改定までの準備が⼤事です︕
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書⾯要件の⾒直しと書⾯掲⽰事項のウェブサイトへの掲載13

Ø ⽂書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的⽅法によって、他の保険医療機関、保険薬局⼜は患
者等に提供等する場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書⾯にお
ける署名⼜は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電⼦署名を施すこととする

Ø 診療情報提供書については、電⼦カルテ情報共有サービスを⽤いて提供する場合には、⼀定のセキュリティが確保されていることから電⼦
署名を⾏わなくても共有可能とする

Ø 保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書⾯掲⽰することとされている事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなけ
ればならないこととする

u第1 基本診療料の施設基準等の7に以下の⽂⾔を追加(抄)
• ⽂書提供等をする患者情報等を、電磁的⽅法によって、患者、他
院、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安
全な通信環境を確保する

• 書⾯における署名⼜は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定
められた電⼦署名を施すこと

u留意事項の通則に以下の⽂⾔を追加(抄)
• 様式11及び11の２(診療情報提供書)について、電⼦カルテ情報
共有サービスを⽤いて提供する場合には、⼀定のセキュリティが
確保されていることから電⼦署名を⾏わなくても共有可能とする

u保険医療機関及び保険医療養担当規則
• (掲⽰)第⼆条の六(略)
(新)2、保険医療機関は、原則として、前項の厚⽣労働⼤⾂が定め
る事項をウェブサイトに掲載しなければならない
※⾷事療養、保険外併⽤療養費に係る療養の基準等、⾼齢者の医療
の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に
関する基準についても同様

u掲⽰事項の経過措置
• 令和7年5⽉31⽇まで



療養担当規則の院内掲⽰にかかる規定
u「厚⽣労働⼤⾂が定める事項」(医科関連)

• 明細書の発⾏状況に関する掲⽰
• 予約診察を⾏う⽇時及び予約料
• 役務の提供及び物品の販売等であって患者から費⽤の⽀払を受けるものに関する事項(当該費⽤の⽀払が法令の規定に基づくものを除
く)

• 眼鏡装⽤率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの⽀給に係る特別の料⾦その他必要な事項
• DPC病院の病棟並びに厚⽣労働⼤⾂が定める病院、基礎係数、機能評価係数I、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数別表第⼀から別表第
三までの病院の欄に掲げる病院であること

• ⾷事療養及び⼊院時⽣活療養に係る⽣活療養の費⽤の額の算定に関する基準に基づき、地⽅厚⽣(⽀)局⻑に届け出た事項に関する事項

u算定要件に院内掲⽰が追加されているもの多数
• 後発医薬品使⽤体制加算の施設基準

(新)ホ、ニの後発医薬品の使⽤に積極的に取り組んでいる旨について、原則として、ウェブサイトに掲載していること

u以下についても同様
明細書発⾏体制等加算、⼊院基本料の⼀般病棟⼊院基本料、療養病棟⼊院基本料、結核病棟⼊院基本料、精神病棟⼊院基本料、特定機能
病院⼊院基本料、専⾨病院⼊院基本料、障害者施設等⼊院基本料、有床診療所⼊院基本料及び有床診療所療養病床⼊院基本料(以下「⼀
般病棟⼊院基本料等」という)、ハイリスク分娩等管理加算、後発医薬品使⽤体制加算、特定⼀般病棟⼊院料、外来後発医薬品使⽤体制
加算、院内トリアージ実施料、ハイリスク妊産婦共同管理料(I)、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、コンタクトレンズ検査料、⼿術通則
第5号及び第6号に掲げる⼿術についても同様
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【介護】施設内掲⽰にかかる規定15



ウェブサイトへの掲載が求められるもの
u診療報酬の新設項⽬(経過措置あり)

• 医療DX推進体制整備加算
• 在宅医療DX情報活⽤加算
• 在宅医療情報連携加算
• 介護保険施設等連携往診加算
• 通院精神療法の情報通信機器を⽤いた場合
• バイオ後続品使⽤体制加算(⼊院)
• 協⼒対象施設⼊所者⼊院加算(⼊院)

u従来からある診療報酬に要件追加(経過措置あり)
• 地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料
• 外来後発医薬品使⽤体制加算
• ⼀般名処⽅加算
• 後発医薬品使⽤体制加算(⼊院)
• ⼊院時⾷事療養費 ほか
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事前準備が必要な点数(抜粋)17

必要なこと 診療報酬 診療区分⼜は親項⽬

設備

情報通信機器の要件

看護師等遠隔診療補助加算 再診料
⽣活習慣病管理料(Ⅱ)

医学管理等在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
⼩児特定疾患カウンセリング料
通院・在宅精神療法 精神科専⾨療法

ICT等の要件
在宅医療情報連携加算 在宅時医学総合管理料、施設⼊居時等医学総合管理

料、在宅がん医療総合診療料

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 在宅

契約

第⼆種協定指定医療機関
⼜は医療措置協定 外来感染対策向上加算 再診料、⼩児科外来診療料、⼩児かかりつけ診療料、

地域包括診療料、認知症地域包括診療料 等

抗菌薬使⽤モニタリングが可能な
サーベイランス参加 抗菌薬適正使⽤加算 外来感染対策向上加算の加算

連携

専⾨医への紹介が可能な連携体制 外来感染対策向上加算 精密検査が可能な体制でも可

管理栄養⼠との連携
(栄養ケア・ステーション⼜は他院) 在宅療養⽀援診療所 在宅療養⽀援病院は、訪問栄養の実施

介護保険施設等との協⼒可能な体制 在宅療養⽀援病院も同様



医療DXに関連する準備と経過措置18

施設基準 医療DX推進
体制整備加算

在宅医療DX
情報活⽤加算 経過措置等

レセプトオンライン請求の実施 〇 〇

オンライン資格確認システムの体制整備 〇 〇

オン資取得情報を医師が診察室等で閲覧、活⽤体制 〇 ー

電⼦処⽅箋を発⾏する体制整備 〇 〇 令和７年３⽉ 31 ⽇まで

電⼦カルテ情報共有サービスの活⽤体制 〇 〇 令和７年９⽉ 30 ⽇まで

マイナ保険証利⽤の⼀定の実績 〇 ー 令和６年 10 ⽉１⽇から適⽤

医療DX推進体制等に関する所定の院内掲⽰ 〇 〇

上記医療DXに係る掲⽰のウェブサイト掲載 〇 〇 令和７年５⽉ 31 ⽇まで
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COVID-19特例はいつまで︖︖︖
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COVID-19特例点数は通常の診療報酬体系に組み込まれる21

【出典】令和6年3⽉5⽇
厚⽣労働省公表資料をもとに作成

COVID-19の特例点数は
令和6年3⽉31⽇で終了します



新型コロナウイルス感染症関連令和6年4⽉以降の取扱い22

項⽬ 点数 令和6年5⽉末まで 令和6年6⽉以降

新型コロナ治療薬
• ラゲブリオカプセル
• パキロビッドパック
• ゾコーバ錠 など

在宅時医学総合管理料
施設⼊居時等医学総合管理料 包括対象外

包括対象︖

⼩児科外来診療料
⼩児かかりつけ診療料
在宅がん医療総合診療料

包括対象外

新型コロナ関連検査
• SARS-CoV-2 核酸検出等
• ARS-CoV-2 抗原検出等
• 微⽣物学的検査判断料
• 免疫学的検査判断料

包括対象
(点数引き上げで対応)

地域包括診療料
認知症地域包括診療料
⽣活習慣病管理料
⼿術前医学管理料

包括対象外

令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への⾒直しを踏まえた 新型コロナ
ウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について【令和６年３⽉５⽇付事務連絡】
https://www.mhlw.go.jp/content/001220884.pdf
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ポストコロナの感染症対策のイメージ
p第⼆種協定指定医療機関(医療措置協定の締結医療機関)

24

u発熱外来または⾃宅療養者等への医療
の提供を含む内容で都道府県知事と締
結

u新型インフルエンザ等感染症外出⾃粛
対象者などに対し医療提供

p 特徴
u主に流⾏初期から対応
u協定指定医療機関により実施される外
来医療及び在宅医療は公費負担医療の
対象

u個⼈防護具の2ヶ⽉分備蓄推奨

p 対応内容
u無床診療所(下記いずれか⼜は両⽅)

• 発熱外来の実施、⾃宅療養者等
への医療の提供(医療⼈材派遣)

u薬局
• ⾃宅療養者等への医療の提供



事務作業の簡素化
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医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化26



施設基準の届出について
n 新点数等を6⽉１⽇から算定するための届出期間は5⽉２⽇(⽊)〜6⽉3⽇(⽉)です

n 定例報告は8⽉1⽇現在の状況を報告するように変わります
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基本診療料の新設項⽬(要届出)①
• 抗菌薬適正使⽤体制加算(初診料・再診料)

• 医療DX推進体制整備加算(初診料)

• 時間外対応加算2(再診料)

• 看護師等遠隔診療補助加算(再診料・外来診療料)

• 療養病棟⼊院基本料
• 経腸栄養管理加算
• 看護補助体制充実加算1及び2

• 障害者施設等⼊院基本料
• 看護補助体制充実加算1及び2

• ⼩児・周産期・精神科充実体制加算(急性期充実体制加算)

• 診療録管理体制加算1

• 看護補助体制充実加算1(急性期看護補助体制加算の注4)

• 看護補助体制充実加算1(看護補助加算の注4)

• ⼩児緩和ケア診療加算

28

• リハビリテーション・栄養・⼝腔連携体制加算

• 抗菌薬適正使⽤体制加算(感染対策向上加算)

• バイオ後続品使⽤体制加算

• 薬剤業務向上加算(病棟薬剤業務実施加算)

• 精神科⼊退院⽀援加算

• 医療的ケア児(者)⼊院前⽀援加算

• 情報通信機器を⽤いた⼊院前⽀援協⼒対象施設⼊所者⼊院加
算(医療的ケア児(者)⼊院前⽀援加算の注2)

• 特定集中治療室管理料5及び6

• 特定集中治療室管理料の注7に規定する特定集中治療室遠隔
⽀援加算

• 新⽣児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料



基本診療料の新設項⽬(要届出)②
• 地域包括医療病棟⼊院料

• 夜間看護体制特定⽇減算
• 看護補助体制加算
⇒ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護
補助体制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算及び
75対1看護補助体制加算
• 夜間看護補助体制加算
⇒ 夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算
及び夜間100対1看護補助体制加算
• 夜間看護体制加算
• 看護補助体制充実加算1、2及び3
• 看護職員夜間配置加算
⇒ 看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間12対1配置加
算2、看護職員夜間16対1配置加算1及び看護職員夜間16対1配置加
算2
• リハビリテーション・栄養・⼝腔連携加算

29

• ⼩児⼊院医療管理料
• 注2に規定する加算(保育⼠2名以上の場合)
• 注4に規定する重症児受⼊体制加算2
• 注9に規定する看護補助加算
• 注10に規定する看護補助体制充実加算

• 回復期リハビリテーション⼊院医療管理料

• 地域包括ケア病棟⼊院料の注5に規定する看護補助体制充実
加算1及び2

• 児童・思春期精神科⼊院医療管理料の注3に規定する精神科
養育⽀援体制加算

• 精神科地域包括ケア病棟⼊院料



基本診療料の施設基準変更項⽬(要届出)①
※カッコ内︓その⽇以降に引き続き算定する場合に限るの条件

• 外来感染対策向上加算(令和7年1⽉1⽇)

• 地域包括診療加算(令和6年10⽉1⽇)

• ⼀般病棟⼊院基本料(急性期⼀般⼊院料6及び地域⼀般⼊院基
本料を除く)(令和6年10⽉1⽇)

• 結核病棟⼊院基本料(7対1⼊院基本料)(令和6年10⽉1⽇)

• 特定機能病院⼊院基本料(⼀般病棟7対1)(令和6年10⽉1⽇)

• 特定機能病院⼊院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(令和
6年10⽉1⽇)

• 専⾨病院⼊院基本料(7対1⼊院基本料)(令和6年10⽉1⽇)

• 専⾨病院⼊院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(令和6年
10⽉1⽇)

• 精神病棟⼊院基本料(10対1及び13対1)(令和8年6⽉1⽇)

• 有床診療所療養病床⼊院基本料(令和6年10⽉1⽇)

• 総合⼊院体制加算1、2及び3(令和6年10⽉1⽇)
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• 急性期充実体制加算1及び2(令和7年6⽉1⽇)

• 急性期充実体制加算1及び2(許可病床数が300床未満の保険
医療機関に限る)(令和8年6⽉1⽇)

• 急性期充実体制加算1(令和8年6⽉1⽇)

• 超急性期脳卒中加算(令和7年6⽉1⽇)

• 急性期看護補助体制加算(令和6年10⽉1⽇)

• 看護職員夜間配置加算(令和6年10⽉1⽇)

• 看護補助加算(令和6年10⽉1⽇)

• 感染対策向上加算(令和7年1⽉1⽇)

• ⼊退院⽀援加算1(令和6年10⽉1⽇)

• 救命救急⼊院料1(令和7年6⽉1⽇)

• 救命救急⼊院料2(令和6年10⽉1⽇)

• 救命救急⼊院料3(令和7年6⽉1⽇)

• 救命救急⼊院料4(令和6年10⽉1⽇)



基本診療料の施設基準変更項⽬(要届出)②
• 特定集中治療室管理料1、2、3及び4(令和6年10⽉1⽇)

• ハイケアユニット⼊院医療管理料1及び2(令和6年10⽉1⽇)

• 脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料(令和7年6⽉1⽇)

• ⼩児特定集中治療室管理料(令和7年6⽉1⽇)

• 新⽣児特定集中治療室管理料(令和7年6⽉1⽇)

• 総合周産期特定集中治療室管理料(令和7年6⽉1⽇)

• 回復期リハビリテーション病棟⼊院料1(令和6年10⽉1⽇)

• 回復期リハビリテーション病棟⼊院料2(令和7年6⽉1⽇)

• 回復期リハビリテーション病棟⼊院料3(令和6年10⽉1⽇)

• 地域包括ケア病棟⼊院料(令和6年10⽉1⽇)

• 地域包括ケア⼊院医療管理料(令和6年10⽉1⽇)

• 精神科急性期治療病棟⼊院料(令和8年6⽉1⽇)

• 児童・思春期精神科⼊院医療管理料(令和8年6⽉1⽇)

• 特定⼀般病棟⼊院料(地域包括ケア1、地域包括ケア2及び地
域包括ケア3)(令和6年10⽉1⽇)
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基本診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)①
• 情報通信機器を⽤いた診療

• 時間外対応加算1、3及び4

• 特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診
療料

• ⼊院基本料⼜は特定⼊院料

• (療養病棟⼊院基本料、有床診療所在宅患者⽀援病床初期加算、
地域包括ケア病棟⼊院料特定⼀般⼊院料の注7の届出を⾏っ
ている保険医療機関を除く)

• 障害者施設等⼊院基本料

• 夜間看護体制加算(障害者施設等⼊院基本料の注11)

• 有床診療所在宅患者⽀援病床初期加算介護障害連携加算1及
び2

• 救急医療管理加算

• 医師事務作業補助体制加算

• 夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算の注3)
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• 特殊疾患⼊院施設管理加算

• 夜間看護体制加算(看護補助加算の注3)

• 緩和ケア診療加算

• がん拠点病院加算

• 後発医薬品使⽤体制加算

• ⼊退院⽀援加算3

• 地域医療体制確保加算

• 新⽣児治療回復室⼊院医療管理料

• 特殊疾患⼊院医療管理料

• ⼩児⼊院医療管理料

• 回復期リハビリテーション病棟⼊院料4

• 回復期リハビリテーション病棟⼊院料5

• 特殊疾患病棟⼊院料

• ⼀般病棟看護必要度評価加算(特定⼀般病棟⼊院料の注5)

• 地域移⾏機能強化病棟⼊院料



基本診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)②
u施設基準等の名称が変更されたが、令和6年3⽉31⽇において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が
必要でないもの

• 診療録管理体制加算1 ⇒ 診療録管理体制加算2

• 診療録管理体制加算2 ⇒ 診療録管理体制加算3

• 療養病棟⼊院基本料の注12に規定する看護補助体制充実加算 ⇒ 療養病棟⼊院基本料の注13に規定する看護補助体制充実加
算3

• 障害者施設等⼊院基本料の注9に規定する看護補助体制充実加算 ⇒ 障害者施設等⼊院基本料の注10に規定する看護補助体
制充実加算3

• 急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助体制充実加算 ⇒ 急性期看護補助体制加算の注4に規定する看護補助体制
充実加算2

• 看護補助加算の注4に規定する看護補助体制充実加算 ⇒ 看護補助加算の注4に規定する看護補助体制充実加算2

• 地域包括ケア病棟⼊院料の注4に規定する看護補助体制充実加算 ⇒ 地域包括ケア病棟⼊院料の注5に規定する看護補助体制
充実加算3
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特掲診療料の新設項⽬(要届出)①
• 医療DX推進体制整備加算

• 外来・在宅ベースアップ評価料(I)

• 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

• ⼊院ベースアップ評価料

• 看護職員処遇改善評価料

• プログラム医療機器等指導管理料

• 介護保険施設等連携往診加算(往診料の注9)

• 在宅医療DX情報活⽤加算(在宅患者訪問診療料(I)の注13)

• 在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準(施設⼊居時等
医学総合管理料の注5の規定により準⽤する場合含む)

• 在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料の注15・施設
⼊居時等医学総合管理料の注5及び在宅がん医療総合診療料
の注9)

• 児童思春期⽀援指導加算(通院・在宅精神療法の注10)
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• 早期診療体制充実加算(通院・在宅精神療法の注11)

• 情報通信機器を⽤いた通院精神療法の施設基準(通院・在宅精
神療法の注12)

• 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(がん性疼痛緩和指導管理
料の注2)

• 慢性腎臓病透析予防指導管理料

• 外来腫瘍化学療法診療料3

• がん薬物療法体制充実加算(外来腫瘍化学療法診療料の注9)

• 救急患者連携搬送料

• 訪問看護医療DX情報活⽤加算(在宅患者訪問看護・指導料の
注17、同⼀建物居住者訪問看護・指導料の注6及び精神科訪
問看護・指導料の注17)

• 遠隔死亡診断補助加算(在宅患者訪問看護・指導料の注18、
同⼀建物居住者訪問看護・指導料の注6)

• 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準



特掲診療料の新設項⽬(要届出)②
• ウイルス・細菌核酸多項⽬同時検出(髄液)

• 経頸静脈的肝⽣検

• 画像診断管理加算3

• ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層
複合撮影⼜はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を⽤いた場合に限
る)に係る費⽤を算定するための施設基準

• ストーマ合併症加算

• 脳⾎栓回収療法連携加算

• ⽑様体光凝固術(眼内内視鏡を⽤いるものに限る)

• 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

• 気管⽀バルブ留置術

• 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術⼜は1肺葉を超え
るものに限る)(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法

• 胸腔鏡下弁置換術(内視鏡⼿術⽀援機器を⽤いる場合)
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• 胸腔鏡下⼼房中隔⽋損閉鎖術

• ⾻盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法

• 腹腔鏡下膵中央切除術

• 腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

• 腹腔鏡下膀胱尿管逆流⼿術(膀胱外アプローチ)

• 尿道狭窄グラフト再建術

• 精巣温存⼿術⼥⼦外性器悪性腫瘍⼿術(⼥⼦外性器悪性腫瘍⼿
術センチネルリンパ節⽣検加算を算定す

• る場合に限る)

• 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 再製造単回使⽤医療機器使⽤加算



特掲診療料の施設基準変更項⽬(要届出)①
※カッコ内︓その⽇以降に引き続き算定する場合に限るの条件

• 地域包括診療料(令和6年10⽉)

• 外来腫瘍化学療法診療料1(令和6年10⽉)

• 処置の通則の5に掲げる処置の休⽇加算1、時間外加算1、深
夜加算1(令和8年6⽉1⽇)

36



特掲診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)①
• 外来後発医薬品使⽤体制加算

• 外来緩和ケア管理料

• ⼀般不妊治療管理料

• ⼆次性⾻折予防継続管理料

• ⼩児かかりつけ診療料

• 外来腫瘍化学療法診療料2

• ⽣活習慣病管理料(I)

• 在宅療養⽀援診療所

• こころの連携指導料(I)

• 在宅療養⽀援病院

• がんゲノムプロファイリング検査国際標準検査管理加算

• 遠隔画像診断

• 冠動脈CT撮影加算
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• ⾎流予備量⽐コンピューター断層撮影

• ⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料(I)

• ⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)

• 脳⾎管疾患等リハビリテーション料(I)

• 脳⾎管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

• 脳⾎管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

• 廃⽤症候群リハビリテーション料(I)

• 廃⽤症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

• 運動器リハビリテーション料(I)

• 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

• 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)

• 呼吸器リハビリテーション料(I)

• 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

• 障害児(者)リハビリテーション料



特掲診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)②
• 療養⽣活継続⽀援加算(通院・在宅精神療法の注8)

• 導⼊期加算1、2及び3

• ⽪膚悪性腫瘍切除術(⽪膚悪性腫瘍センチネルリンパ節⽣検加
算を算定する場合に限る)

• 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線⼒学療法加算を算定
する場合に限る)

• 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極に
よる場合)に限る)

• 網膜付着組織を含む硝⼦体切除術(眼内内視鏡を⽤いるもの)

• 鏡視下咽頭悪性腫瘍⼿術(軟⼝蓋悪性腫瘍⼿術を含む)(内視鏡
⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)及び鏡視下喉頭悪性腫瘍⼿術
(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 頭頸部悪性腫瘍光線⼒学療法乳腺悪性腫瘍⼿術(乳癌センチネ
ルリンパ節⽣検加算1⼜は乳癌センチネルリンパ節⽣検加算2
を算定する場合に限る)

• 胸腔鏡下拡⼤胸腺摘出術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)
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• 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍⼿術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍⼿術(内
視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 胸腔鏡下肺悪性腫瘍⼿術(区域切除及び肺葉切除⼜は1肺葉を
超えるものに限る)(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 胸腔鏡下⾷道悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 縦隔鏡下⾷道悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 経⽪的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

• 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術

• 不整脈⼿術(左⼼⽿閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテー
テル的⼿術によるもの)に限る)

• 経⽪的カテーテル⼼筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定
する場合に限る)

• 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤い
る場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤
⽀援機器を⽤いるもの))



特掲診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)③
• 腹腔鏡下胃縮⼩術

• 腹腔鏡下総胆管拡張症⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる
場合)

• 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視
鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)

• 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 腹腔鏡下副腎摘出⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いるもの)
及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出⼿術(褐⾊細胞腫)(内視鏡⼿術
⽤⽀援機器を⽤いるもの)

• 腹腔鏡下腎悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いるも
の)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を
⽤いるもの)

• 腹腔鏡下腎盂形成⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場合)
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• 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 腹腔鏡下前⽴腺悪性腫瘍⼿術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる
もの)

• 腹腔鏡下仙⾻腟固定術

• 腹腔鏡下腟式⼦宮全摘術(内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる場
合)

• 腹腔鏡下⼦宮悪性腫瘍⼿術(⼦宮体がんに対して内視鏡⼿術⽤
⽀援機器を⽤いる場合)

• ⼿術の通則の5及び6に掲げる⼿術

• ⼿術の通則の19に掲げる⼿術



特掲診療料の施設基準変更項⽬(届出不要)④
u施設基準等の名称が変更されたが、令和6年3⽉31⽇において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が
必要でないもの

• ウイルス・細菌核酸多項⽬同時検出 ⇒ ウイルス・細菌核酸多項⽬同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)

• 画像診断管理加算3 ⇒ 画像診断管理加算4

• 内視鏡下⿐・副⿐腔⼿術V型(拡⼤副⿐腔⼿術)及び経⿐内視鏡下⿐副⿐腔悪性腫瘍⼿術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの) ⇒ 内
視鏡下⿐・副⿐腔⼿術V型(拡⼤副⿐腔⼿術)及び経⿐内視鏡下⿐副⿐腔悪性腫瘍⼿術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る)
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資料の補⾜・関連動画のご案内

41

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
VHJ43WUYE_fQresQ5x7yPgnvQV_YWzAY

医療ＤＸ・電カル共有サービス関連補助金再生リスト

https://youtu.be/Izvcdp_Dwvc

サイバーセキュリティ対策

Youtube MSGチャンネル

https://www.youtube.com
/@MSG_med

厚労省関連動画

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
VHJ43WUYE_dHD1IXuIY7ymZByE6TsVuH
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ご清聴・ご視聴 ありがとうございました

外来点数マニュアル 2024年度版

診療報酬研究会編著 じほう社より刊⾏

https://www.jiho.co.jp/shop/list/detail/tabid/272/catid/9/pdid/55603/Default.aspx

Youtubeで
医療関連情報発信中

https://www.youtube.com/
@MSG_med

ご購⼊は
こちら


